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○ 精神保健課 

１ 精神科病院における虐待への対応（新規） 

令和 4年の精神保健福祉法改正法のうち、令和 6年 4月施行分として、精神科病院における虐待への

対応を開始することとなった。先述のとおり、本市には精神科病院が５つあり、病床数は、大阪府堺市

２次医療圏は、8圏域中 2番目に多い（「第 8次大阪府医療計画」より）。例年の精神科病院実地指導や、

通常の精神科病院相談窓口（精神保健課に設置）などを通じて、医療機関との意思疎通は一定行ってい

るが、新たに法制化された概念として虐待への対応を行うこととなり、従来とは違った形で医療機関へ

のアプローチを行うこととなる。医療機関で発生した虐待行為の被虐者や事象への対応は当然のことな

がら、各医療機関の体制を客観的に把握し、必要に応じて提言なども行う。 

新規に創設した虐待窓口の仕様は以下のとおり。 

 

名  称 精神科病院の虐待通報受付窓口（令和 6年 4月 1日より開始） 

担    当 精神保健課精神医療係（堺市堺区南瓦町 3-1） 

連 絡 先 電話   :072-228-7177 

ファクス :072-228-7177 

メール   ：seiho@city.sakai.lg.jp 

受付時間 月曜から金曜日午前 9時から午後 5時 30分（祝日・年末年始を除く） 

 

上記情報を記載したポスターデータを各病院に送付し、入院患者への周知を依頼している。 


